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帯広市パートナーシップ制度実施要綱 

 

                                

（趣旨） 

第１条 この要綱は、性的指向や性自認に伴う差別や偏見の解消及び日常生活の困難

や生きづらさの軽減をはかり、もって、性のあり方に関わらず、誰もが個人として

尊重され、住んでいて良かったと思える地域社会の実現を目指し、パートナーシッ

プ制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活を行っ

ている、又は共同生活を行うことを約束した２者の関係をいう。 

(2) パートナーシップ証明 パートナーシップに関する当事者間の契約を確認し

た事実について市長が証明することをいう。 

(3) 登録者 パートナーシップ登録簿（様式第１号。以下「登録簿」という。）に

登録されている者をいう。 

 

（申請者の要件） 

第３条 申請者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

(1) 双方が民法（明治 29 年法律第 89 号）第４条に規定する成年に達しているこ

と。 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

 ア 双方が帯広市まちづくり基本条例（平成 18 年条例第 30 号）第２条第１号に

規定する市民（以下「市民」という。）であること。 

 イ 一方が市民であり、かつ、他の一方が市民になることを予定していること。 

 ウ 双方が市民になることを予定していること。 

(3) 双方に配偶者（２者が国外で婚姻した場合を除く。）又は事実婚の関係にある

者がいないこと（いずれも相手方を含む。）。 

(4) 双方が相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。 

(5) 民法第 734 条又は第 735 条の規定により婚姻をすることができない者同士の

関係にないこと（養子縁組関係にある場合を除く。）。 
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（申請の方法） 

第４条 申請者は、パートナーシップ登録申請書（様式第２号。以下「申請書」とい

う。）に次に掲げる書類を添付し、双方が同時に来庁して市長に提出するものとす

る。ただし、パートナーシップ証明の場合は、いずれか一方の来庁により申請でき

るものとする。 

 (1) 戸籍全部事項証明書（申請日前１か月以内に発行されたものに限る。ただし、

日本国籍のない外国籍の者は、配偶者がいないことを確認できる書類とする。） 

(2) 帯広市が備える住民基本台帳に記録されていない者にあっては、市民である

ことを確認できる書類（市民になることを予定している者を除く。）及び住民票

の写し（世帯全部及び続柄について記載され、かつ、申請日前１か月以内に発行

されたものに限る。） 

(3) パートナーシップ証明を申請しようとする者にあっては、次の事項を記載し

た合意契約に関する公正証書又は私署証書の認証を受けた契約書（以下「公正証

書等」という。） 

 ア 互いに責任を持って協力し、共同生活に必要な費用を分担すること。 

 イ 一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他方がこれによっ

て生じた債務について連帯して責任を負うこと。 

２ 申請者は、前項の申請書を提出する際に、個人番号カード、運転免許証、旅券そ

の他官公署等が発行した身分証明書等（以下「本人確認書類」という。）を提示しな

ければならない。 

３ 申請者は、申請書において、戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用し

ている氏名（以下「通称」という。）を使用することができる。この場合において、

申請者は、通称を日常的に使用していることが確認できる書類を申請書に添付しな

ければならない。 

４ 申請者は、一方又は双方がやむを得ない事情により自ら申請書に記入できないと

きは、これを代筆させることができる。 

 

（登録） 

第５条 市長は、申請が第３条各号の要件を満たすと認めるときは、登録簿に登録す

る。ただし、申請者の一方又は双方が市民でない場合、市長は、有効期限を定めて、

登録簿に仮登録し、パートナーシップ仮登録証（様式第３号。以下「仮登録証」と

いう。）を交付する。 

２ 仮登録証の交付を受けた者は、有効期限内に、仮登録証及び住民票の写しを市長

に提出するものとする。ただし、帯広市が備える住民基本台帳に記録されていない
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場合は、市民であることを確認できる書類を添付するものとする。 

３ 市長は、前項の書類の提出を受け、申請者の双方が市民であることを確認できた

ときは、登録簿に登録する。 

４ 市長は、仮登録の有効期限が過ぎた場合、仮登録を取り消すものとする。 

５ 市長は、第１項及び第３項の規定に関わらず、虚偽又は不正な申請その他登録す

ることが適当でないと認める場合、登録簿に登録しないものとする。 

 

（登録証等の交付及び再交付等） 

第６条 市長は、登録簿に登録したときは、登録者（パートナーシップ証明を受けた

登録者を除く。）の双方に、パートナーシップ登録証（様式第４号）及びパートナ

ーシップ登録カード（様式第５号）を、パートナーシップ証明を受けた登録者の双

方に、パートナーシップ公正証書等確認証明書（様式第６号）及びパートナーシッ

プ公正証書等確認証明カード（様式第７号）を交付する。 

２ 登録者は、紛失、毀損その他の事情により仮登録証又は前項の書類（以下「登録

証等」という。）の再交付を求めるときは、パートナーシップ登録証等再交付申請書

（様式第８号）により、市長に申請することができる。 

３ 前項の申請があったときは、市長は、再交付することが適当でないと認める場合

を除き、仮登録証又は登録証等を再交付する。 

４ 登録者は、仮登録証の再交付又は登録証等の交付若しくは再交付を受ける場合

（紛失の場合を除く。）であって、交付済みの仮登録証又は登録証等があるときは、

これを市長に返還しなければならない。 

５ 登録者は、紛失した仮登録証又は登録証等を発見した場合は、速やかに市長に返

還しなければならない。 

 

（子に関する届出） 

第７条 申請者の一方又は双方と生計を一にする未成年の子（児童福祉法（昭和 22

年法律第164号）第27条第１項第３号により里親に養育を委託された児童を含む。）

がいる場合であって、登録証等に子の氏名の記載を希望するときは、申請者は、子

に関する届出書（様式第９号）に、申請者と子の関係を確認できる書類、子の生年

月日を確認できる書類及び生計を一にしていることを確認できる書類を添付して、

市長に提出するものとする。この場合において、登録者が登録証等に新たに子の氏

名の記載を希望するときも同様とする。 

２ 子が満 15 歳に達しているときは、子に関する届出書に子の氏名を自署するもの

とする。 
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３ 第４条第３項及び第４項の規定は、子の氏名について準用する。 

４ 登録証等に子として氏名を記載された者は、満 15 歳に達した日以後に、子の記

載に関する申立書（様式第 10 号）を提出し、氏名の記載の削除を申し立てること

ができる。この場合において、申立人は、本人確認書類を提示しなければならない。 

 

（変更等の届出） 

第８条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人確認書類を提示し、

パートナーシップ変更等届出書（様式第 11 号。以下「変更等届出書」という。）に

交付済みの登録証等を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 登録者又は登録証等に記載した子について、戸籍上の氏名又は通称の変更が

あったとき。 

(2) 一方又は双方が帯広市に転入届を提出したとき。 

(3) 登録証等に記載した子が成年になったとき、又は登録者のいずれとも生計を

一にしなくなったとき。 

(4) いずれか一方が死亡したとき。 

(5) 一方又は双方が市民でなくなったとき（やむを得ない事情による一時的な転

出等と市長が認めるときを除く。）。 

(6) 一方又は双方が婚姻したとき（２者が国外で婚姻したときを除く。）、又は事実

婚の関係を結んだとき（いずれも相手方を含む。）。 

(7) 一方又は双方が相手方以外の者とパートナーシップを結んだとき。 

(8) 第４条第１項第３号に掲げる書類から第３号ア又はイの記載を削除した場合

又はこの書類が失効したとき。 

(9) その他双方が登録の抹消を希望するとき。 

２ 前項第１号、第２号及び第４号から第８号までに該当する場合、登録者は、その

事実を確認できる書類を変更等届出書に添付して、市長に提出しなければならない。 

３ 第１項第９号に該当する場合、登録者は、双方が同時に来庁して市長に提出しな

ければならない。 

 

（要件の確認） 

第９条 市長は、前条第１項第１号から第８号までの各号について確認するため、登

録者に対し、第４条第１項各号に定める書類その他必要な書類の提出を求めること

ができる。 

２ 登録者は、前項の提出を求める通知の日から１か月以内に、前項の書類を市長に

提出しなければならない。 
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３ 市長は、前条第１項第４号から第６号までの各号について確認するため、登録者

の同意を得て、公簿や他の行政機関に必要な書類を請求する方法により、登録者の

戸籍及び住民基本台帳の記録を定期的に確認するものとする。 

 

（登録の変更、抹消等） 

第 10 条 市長は、第７条第１項（登録者が登録証等に新たに子の氏名の記載を希望

するときに限る。）、第４項又は第８条第１項第１号から第 3 号までのいずれかに関

する届出があり、当該届出を適当と認めたときは、登録簿の記載内容を変更する。 

２ 市長は、前項に基づき登録簿の記載内容を変更したときは、登録者の双方に、交

付済みの登録証等と引き換え（紛失の場合を除く。）に登録証等を再交付する。ただ

し、第８条第１項第３号に関する届出で、かつ、子の同意があると認められる場合

に限り、市長は、登録者の申し出により、登録証等の再交付に代え、登録証等の裏

面に子が成人した事実又は同一生計ではなくなった事実及び登録簿の記載内容を

変更した日を記載し、所持者に返却するものとする。 

３ 市長は、第８条第１項第 4 号から第 9 号までに関する届出があり、当該届出を適

当と認めたときは、登録を抹消する。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。 

 (1) 第８条第１項第４号から第８号までのいずれかに該当することが判明したと

き。 

 (2) 第９条第２項の関係書類が期限までに提出されないとき。 

 (3) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。 

 (4) 登録証等を不正に利用したことが判明したとき。 

 (5) その他登録を継続することが適当でないと市長が認めるとき。 

５ 前２項の規定により登録を抹消された者は、交付済みの登録証等を速やかに市長

に返還しなければならない。 

６ 前項の規定に関わらず、第８条第１項第４号に該当し、かつ、市長が登録証等の

裏面に登録を抹消した事実及び抹消した日を記載した場合に限り、交付済みの登録

証等の返還を要しないものとする。 

７ 市長は、登録を抹消された者が返還に応じない場合、登録番号を公表することが

できる。 

 

（他の自治体との連携） 

第 11 条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体

（以下「構成自治体」という。）又は市とのパートナーシップ（宣誓）制度に関する
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協定を締結している自治体（以下「協定締結自治体」という。）（構成自治体と協定

締結自治体の両方に該当する自治体にあっては、当該自治体は構成自治体とする。

以下同じ。）から市へ転入した者（パートナーシップの関係にある者の少なくとも

一方が市内に居住している又は市内に居住することを予定している者をいう。）は、

第４条第１項の規定による申請に代えて、市のパートナーシップ制度への登録の申

出をすることができる。 

２ 前項の規定により申出をする場合は、パートナーシップ制度に関する相互利用申

出書（様式第 12 号。以下「申出書」という。）及び構成自治体又は協定締結自治体

（以下「構成自治体等」という。）から交付されたパートナーシップ制度に関する受

領証等（以下「受領証等」という。）を提出しなければならない。 

３ 第３条（第２号を除く。）、第４条（第１項第１号を除く。）、第５条、第７条及び

第８条の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第

３条中「申請者」とあるのは「申出者」と、第４条中「申請者」とあるのは「申出

者」と、「パートナーシップ登録申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）」と

あるのは「申出書」と、「申請できる」とあるのは「申出できる」と、「申請日」と

あるのは「申出日」と、「申請しようとする者」とあるのは「申出をしようとする者」

と、「申請書」とあるのは「申出書」と、第５条中「申請が」とあるのは「申出が」

と、「第３条各号」とあるのは「第３条各号（第２号を除く。）」と、「申請者の一方

又は双方が市民でない場合」とあるのは「申出者の双方が市内に居住していない場

合」と、「市民であること」を「市内に居住していること」と、「申請者の双方が市

民であること」を「申出者の少なくとも一方が市内に居住していること」と、第７

条第１項中「申請者」とあるのは「申出者」と、第８条第５号中「一方又は双方が

市民でなくなったとき」とあるのは「双方が市内に居住しなくなったとき」とする。 

４ 前項の規定により読み替えて準用する第３条第１号の要件及び同条第３号に規

定する双方に配偶者がいないことに係る申出者の要件は、第２項の受領証等を提出

したことをもって、同要件を満たしているものとする。 

５ 市長は、第１項の規定による申出を受け、登録簿に登録を行ったときは、転出元

の構成自治体等に通知するものとする。 

６ 市長は、構成自治体等から登録者に受領証等を交付した旨の通知を受領したとき

は、第８条第１項及び第 10 条第３項の規定にかかわらず、当該者の登録を抹消す

る。 

７ 前項の場合において、構成自治体から登録者に受領証等を交付した旨の通知を受

けて登録を抹消された者に係る登録証等の返還等については、当該構成自治体に当

該登録証等を提出するものとし、協定締結自治体から登録者に受領証等を交付した
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旨の通知を受けて登録を抹消された者に係る登録証等の返還等については、第 10

条第５項及び第７項の規定を準用する。 

 

（保存期間） 

第 12 条 登録簿及び関係書類の保存期間は、登録を抹消した日の属する年度の翌年

度の４月１日から起算して 10 年とする。 

 

（その他の事項） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、所管

部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年 12 月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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